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地方公共団体における事務の共同処理の改革に関する研究会 運営要綱 

 

１．趣旨 

市町村は、住民に最も身近な総合的な行政主体として、これにふさわしい十分な権限

と行財政基盤を有し、高度化する行政事務に的確に対処できる能力を有することが求め

られている。 

今後の事務処理のあり方を考えた場合、市町村の多様性を前提に、各市町村が自らの

課題に適切に対処できるようにしていく必要があり、その際の選択肢の一つとして共同

処理方式による広域連携が考えられるが、地方公共団体のニーズを踏まえながら、その

仕組みが一層活用される方策を検討し、自治体組織の強化・効率化を図ることが重要で

ある。 

このため、事務の共同処理の現状と課題を分析し、今後のあるべき姿や更なる活用方

策について有識者等を交え検討を行う研究会を開催する。 

 

２．名称 

 本研究会の名称は、「地方公共団体における事務の共同処理の改革に関する研究会」

（以下「研究会」という。）とする。 

 

３．研究内容 

 研究会における研究内容は、次のとおりとする。 

 （１）事務局等の共同設置制度の創設による自治体組織の強化・効率化について 

 （２）既存の広域行政制度の課題と今後の方向性について 

（３）その他自治体経営マネジメントを向上させるための方策について 

 

４．構成 

（１）研究会は、別紙の構成員をもって構成する。 

（２）研究会に、座長１人及び座長代理１名を置く。 

（３）座長は、会務を総理する。 

（４）座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、座長代理がその職務を代理する。 

（５）研究会に、幹事を置く。幹事は別紙のとおりとする。 

 

５．議事 

（１）研究会の会議は、座長が招集する。 

（２）座長は必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意見

を聴取することができる。 

（３）座長は必要があると認めるときは、構成員等による実地調査を実施することがで

きる。 

 

６．雑則 

（１）総務省自治行政局行政体制整備室に事務局を置く。 

（２）本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。 
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＜第 29 次地方制度調査会答申（H21.6.16）＞ 

 
今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申（抜粋） 

 
２ これからの基礎自治体のあり方 

(1) 今後の基礎自治体像 

第２７次地方制度調査会答申においては、「今後の基礎自治体は、住民

に最も身近な総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政

主体となることが必要であり、これにふさわしい十分な権限と財政基盤を

有し、高度化する行政事務に的確に対処できる専門的な職種を含む職員集

団を有するものとする必要がある」とされている。 

近年、市町村への権限移譲が進展し、また、法令により市町村に新たな

事務が位置付けられるなど、市町村の役割が一層重要なものとなっている

ことを踏まえれば、上記の答申で示された基礎自治体の姿は、今後も妥当

するものと考えられる。 

平成１１年以来推進されてきた市町村合併により、多くの合併市町村に

おいて行財政基盤が強化されており、我が国の市町村は、全体として見た

場合には、このような基礎自治体の姿に近づいたものと考えられる。 

一方で、それぞれの市町村について個別に見た場合には、市町村合併の

進捗状況によって人口規模に大きな差が生じるなど、市町村の状況は多様

なものとなっており、基礎自治体に求められる十分な組織や職員の配置な

どの事務処理体制や財政基盤を有していない市町村も見られるところで

ある。 

 
(3) 事務処理方策に関する基本的な考え方 

現在、市町村が置かれている状況や課題は多様であり、今後の市町村に

おける事務処理のあり方を考えるに当たっては、このような市町村の多様

性を前提にして、それぞれの市町村が自らの置かれた現状や今後の動向を

踏まえた上で、その課題に適切に対処できるようにする必要がある。 

このため、市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共同処理方式に
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よる周辺市町村間での広域連携や都道府県による補完などの多様な選択

肢を用意した上で、それぞれの市町村がこれらの中から最も適した仕組み

を自ら選択できるようにすべきである。 

なお、これらの地方自治制度上の仕組みに加え、中心市と周辺市町村が

締結する協定に基づく市町村間の新たな連携の取組としての定住自立圏

構想をはじめとする地域活性化施策を積極的に活用することで、それぞれ

の市町村が基礎自治体としての役割を適切に果たすことが求められる。 

 
３ 今後の対応方策 

(2) 広域連携の積極的な活用を促すための方策 

市町村間又は市町村と都道府県との間で広域に連携することにより、事

務をより適切かつ効率的に処理するため、従来から、地方自治法において

は、一部事務組合及び広域連合、協議会、機関等の共同設置並びに事務の

委託など、多様な事務の共同処理の仕組みが設けられている。このような

事務の共同処理の仕組みが一層活用されるよう、地方公共団体のニーズを

踏まえた制度の見直しを行う必要がある。 

すなわち、事務の委託については、基本的には事務権限が委託団体から

受託団体に移動する仕組みとなっているため、事務を委託しようとする団

体が制度の活用に躊躇するとの指摘もある。このため、委託団体が事務処

理の状況を把握し、受託団体に対して意見を提出しやすくなるよう、制度

改正を含めた検討を行うことが適当である。 

また、機関等の共同設置については、現行の機関及び職員の共同設置に

加え、効率的な行政運営や小規模市町村の事務の補完を可能とするため、

内部組織、事務局及び行政機関についても共同設置が進められるよう、制

度改正を含めた検討を行うことが適当である。 
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「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調（H20.7.1現在）」の概要 

 

総務省自治行政局市町村課 

 

１ 調査の趣旨 

  総務省では、地方公共団体間における事務の共同処理の状況を把握するため、従来から隔年で 

調査を実施してきた。 

  平成２０年度においても、平成２０年７月１日現在における協議会、機関又は吏員等の共同設 

置、事務の委託、一部事務組合、広域連合及び地方開発事業団の方式による事務の共同処理の状 

況について調査し、その結果をとりまとめた。 

  なお、全部事務組合については昭和３２年以降、役場事務組合については、昭和３５年以降存

在していないので、調査の対象から除いている。 

 

２ 調査結果の概要 

 (1)  共同処理している総件数は７，５７６件、関係団体は延べ２１，５６３団体。 

 

 (2)  処理方式では、事務の委託の５，１０９件が全体の６７．４％を占め、これに次いで多い   

のは、一部事務組合の１，６６４件（２２．０％）延べ１０，８６１団体、機関員等の共同

設置の４０７件（５．４％）延べ１，７９６団体である。（図１） 

 

図１ 共同処理の方式別割合 
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 (3)  事務の委託における事務の種類別の割合では、公平委員会が１，２９７件で全体の２２．９％

と最も多く、以下、住民票写しの交付の９３６件（１８．３％）、競艇の８３８件（１６．４％）

等の順となっている。 

 

(4)  一部事務組合では、ごみ処理が４４２件（設置件数の２５．４%）、し尿処理３８６件     

（２３．２%）、消防２９７件（１７．８%）等の順となっている。 

 

(5)  一部事務組合の設置件数は、１，６６４件で、前回調査時点から１２７件減少となっている。

（図２）一部事務組合の設置件数の推移は、昭和４２年から昭和４９年まで、毎年ほぼ同じ割合

で増加し、昭和４９年には３，０３９組合に達したが、それ以降、昭和５３年には多少の増加を

示しているものの、すう勢的に減少している。これは、主に昭和４９年の地方自治法の一部改正

によるいわゆる複合的一部事務組合の制定や、多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応

するため、平成７年６月１５日に創設された広域連合制度に既存の一部事務組合が統合等された

ためと考えられる。また、前回調査時点（平成１８年７月１日）からの減少は、市町村合併に伴

う一部事務組合の解散と事務の効率化・合理化を目的とした統廃合が主な要因である。 

 

図２ 一部事務組合及び広域連合設置件数の推移 

 

 

(6)  広域連合の設置件数は、平成１８年度末に各都道府県で後期高齢者医療広域連合が設立された

こともあり１１１件で、前回調査時点から４８件の増加となっている。 
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＜地方自治法の関係条文（事務の共同処理関係）＞ 

地方自治法（抄） 

 Ⅰ 「協議会」関係  

（協議会の設置）  

第二百五十二条の二  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行

し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合

的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることが

できる。  

２  普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入

するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。  

３  第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通

地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける

場合は、この限りでない。  

４  公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものにつ

いては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべき

ことを勧告することができる。  

５  普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、

当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。  

６  普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の

提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  

（協議会の組織）  

第二百五十二条の三  普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。  

２  普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係

普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。  

３  普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。  

（協議会の規約）  

第二百五十二条の四  普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなけれ

ばならない。  

一  協議会の名称  

二  協議会を設ける普通地方公共団体  

参考資料５ 
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三  協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又

は協議会の作成する計画の項目  

四  協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法  

五  協議会の経費の支弁の方法  

２  普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設

ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けな

ければならない。  

一  協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務（以下本項中「協議会の担任する事務」と

いう。）の管理及び執行の方法  

二  協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所  

三  協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い  

四  協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設

の設置、管理及び廃止の方法  

五  前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議

会に関し必要な事項  

（協議会の事務の管理及び執行の効力）  

第二百五十二条の五  普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の

長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行

機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。  

（協議会の組織の変更及び廃止）  

第二百五十二条の六  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数

を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の

二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。  
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 Ⅱ 「機関等の共同設置」関係  

（機関等の共同設置）  

第二百五十二条の七  普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条の四第一

項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若

しくは委員の事務を補助する職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。た

だし、政令で定める委員会については、この限りでない。  

２  前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、

若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの執

行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項

の例により、協議してこれを行わなければならない。  

３  第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合に、同条第四項の規定は第一項の場

合にこれを準用する。  

（機関の共同設置に関する規約）  

第二百五十二条の八  前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属

機関（以下この条において「共同設置する機関」という。）の共同設置に関する規約には、次に掲げる

事項につき規定を設けなければならない。  

一  共同設置する機関の名称  

二  共同設置する機関を設ける普通地方公共団体  

三  共同設置する機関の執務場所  

四  共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い  

五  前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置

する機関に関し必要な事項  

（共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い）  

第二百五十二条の九  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選

挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。  

一  規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。  

二  関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団

体の議会が選挙すること。  

２  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、

普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、

規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。  

一  規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。  
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二  関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共

団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任す

ること。  

３  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、

普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいず

れの方法によるかを定めるものとする。  

一  規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。  

二  関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方

公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。  

４  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で

第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体

の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共

団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める

普通地方公共団体の職員とみなす。  

５  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で

第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の

長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。  

（共同設置する機関の委員等の解職請求）  

第二百五十二条の十  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員

その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議

会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選

挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求

を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会に

おいて解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合にお

いてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき

は、当該解職は、成立するものとする。  

（共同設置する機関の補助職員等）  

第二百五十二条の十一  普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第

二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものと

みなされる普通地方公共団体（以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。）の長

の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定め

る普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。  
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２  普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公

共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するもの

とする。  

３  普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公

共団体の収入とする。  

４  普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及

び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監

査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規

約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長

に提出し、かつ、これを公表しなければならない。  

（共同設置する機関に対する法令の適用）  

第二百五十二条の十二  普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法

律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適

用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会

若しくは委員又は附属機関とみなす。  

（職員等の共同設置に関する準用規定）  

第二百五十二条の十三  前五条の規定は、政令の定めるところにより、第二百五十二条の七の規定によ

る普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置にこれを

準用する。  
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 Ⅲ 「事務の委託」関係  

（事務の委託）  

第二百五十二条の十四  普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部

を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をし

て管理し及び執行させることができる。  

２  前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通

地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。  

３  第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を

委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は

第一項の場合にこれを準用する。  

（事務の委託の規約）  

第二百五十二条の十五  前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務（以下本条中「委託事務」

という。）の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。  

一  委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体  

二  委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法  

三  委託事務に要する経費の支弁の方法  

四  前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項  

（事務の委託の効果）  

第二百五十二条の十六  普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方

公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の

管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委

託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について

適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の

当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地

方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。  
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Ⅳ 「一部事務組合」関係   

（組合の種類及び設置）  

第二百八十四条  地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とす

る。  

２  普通地方公共団体及び特別区は、第六項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、そ

の協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道

府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地

方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組

合の成立と同時に消滅する。  

３  普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに

関し、広域にわたる総合的な計画（以下「広域計画」という。）を作成し、その事務の管理及び執行に

ついて広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的か

つ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の

許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。  

４  総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。  

５  町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を共同処理するため、その協議により規

約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全

部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。  

６  町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定

め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組

合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立

と同時に消滅する。  

第二百八十五条  市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び

特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特

別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げ

るものではない。  

（設置の勧告等）  

第二百八十五条の二  公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別

区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。  

２  都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務

大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を総務大臣

に報告しなければならない。  
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３  総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係

行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に

通知しなければならない。  

（組織、事務及び規約の変更）  

第二百八十六条  一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務

を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを

定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受

けなければならない。ただし、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務

組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。  

２  一部事務組合は、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約

を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに

総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。  

（規約等）  

第二百八十七条  一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。  

一  一部事務組合の名称  

二  一部事務組合を組織する地方公共団体  

三  一部事務組合の共同処理する事務  

四  一部事務組合の事務所の位置  

五  一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法  

六  一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法  

七  一部事務組合の経費の支弁の方法  

２  一部事務組合の議会の議員又は管理者（次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百

八十五条の一部事務組合にあつては、理事）その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項

及び第百九十六条第三項（これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当

該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねるこ

とができる。  

（議決方法の特例及び理事会の設置）  

第二百八十七条の二  第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当

該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の

方法について特別の規定を設けることができる。  

２  第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代え

て、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。  

３  前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の
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長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。  

（議決事件の通知）  

第二百八十七条の三  一部事務組合の管理者（前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第

二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。）

は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決

を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知し

なければならない。当該議決の結果についても、同様とする。  

（解散）  

第二百八十八条  一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十

四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。  

（財産処分）  

第二百八十九条  第二百八十六条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共

団体の協議によりこれを定める。  

（議会の議決を要する協議）  

第二百九十条  第二百八十四条第二項、第二百八十六条、第二百八十八条及び前条の協議については、関

係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

（経費分賦に関する異議）  

第二百九十一条  一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合

を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を

申し出ることができる。  

２  前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決

定しなければならない。  

３  一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければ

ならない。  
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 Ⅴ 「広域連合」関係  

（広域連合による事務の処理等）  

第二百九十一条の二  国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するも

のを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすること

ができる。  

２  都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連す

るものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。  

３  第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定

は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。  

４  都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連

合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理するこ

ととするよう要請することができる。  

５  都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事

務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することが

できる。  

（組織、事務及び規約の変更）  

第二百九十一条の三  広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を

変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、

都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項

の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）における

当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。  

２  総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。  

３  広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとす

るときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都

道府県知事に届出をしなければならない。  

４  前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき（変更された

ときを含む。）は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につ

き必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その

旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。  

５  都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ち

にその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。  
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６  総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその

旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは

直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。  

７  広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要がある

と認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合

の規約を変更するよう要請することができる。  

８  前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な

措置を執るようにしなければならない。  

（規約等）  

第二百九十一条の四  広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。  

一  広域連合の名称  

二  広域連合を組織する地方公共団体  

三  広域連合の区域  

四  広域連合の処理する事務  

五  広域連合の作成する広域計画の項目  

六  広域連合の事務所の位置  

七  広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法  

八  広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法  

九  広域連合の経費の支弁の方法  

２  前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域

を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が

当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県

の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を

定めることができる。  

３  広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければ

ならない。  

４  広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十

六条第三項（これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該広域連合を

組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。  

（議会の議員及び長の選挙）  

第二百九十一条の五  広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の

規約で定めるところにより、広域連合の選挙人（広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議

会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条
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第七項において同じ。）が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙

する。  

２  広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、

広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙す

る。  

（直接請求）  

第二百九十一条の六  第二編第五章（第八十五条を除く。）及び第二百五十二条の三十九（第十四項を除

く。）の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例（地方税の賦課徴収並びに

分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行

に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政

令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章（第七十四条第一項を除く。）

の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公

共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本編において「選挙権を有する者」という。）」と

あるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で

当該広域連合の区域内に住所を有するもの（以下「請求権を有する者」という。）」と、第二百五十二条

の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技

術的読替えは、政令で定める。  

２  前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選

挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの（第五項前段において「請求権を有する者」

という。）は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあ

つては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た

数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更

を要請するよう請求することができる。  

３  前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、

当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しな

ければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。  

４  前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な

措置を執るようにしなければならない。  

５  第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超え

る場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合

算して得た数）について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規

定は第二項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第五項中「第

一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通
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地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有

するもの（以下「請求権を有する者」という。）」と、同条第七項並びに第七十四条の四第三項及び第四

項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、

政令で定める。  

６  第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用す

る第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監

査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る

事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合

において必要な技術的読替えは、政令で定める。  

７  政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、

第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十

一条第二項の規定による解職の投票について準用する。  

８  前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことが

できる。  

（広域計画）  

第二百九十一条の七  広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、

広域計画を作成しなければならない。  

２  広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第二条第四項（第二百八十一条第三項において準用

する場合を含む。）の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事

項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。  

３  広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長

に送付し、かつ、公表するとともに、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に

提出しなければならない。  

４  総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の

長に通知しなければならない。  

５  広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理するこ

ととされたとき（変更されたときを含む。）その他これを変更することが適当であると認められるとき

は、変更することができる。  

６  広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合

においては、第二項から第四項までの規定を準用する。  

７  広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するよ

うにしなければならない。  

８  広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり
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又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織

する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができ

る。  

９  広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当

該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。  

（協議会）  

第二百九十一条の八  広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合

の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。  

２  前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事（当該広域連合を組織する

地方公共団体である都道府県の知事を除く。）、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験

を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。  

３  前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。  

（広域連合の分賦金）  

第二百九十一条の九  第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、

広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成す

る広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資

するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政

力その他の客観的な指標に基づかなければならない。  

２  前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公

共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。  

（解散）  

第二百九十一条の十  広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八

十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。  

２  総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。  

３  都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告し

なければならない。  

４  総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関

の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しな

ければならない。  

（議会の議決を要する協議）  

第二百九十一条の十一  第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並

びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議

会の議決を経なければならない。  
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（経費分賦等に関する異議）  

第二百九十一条の十二  広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合

を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出る

ことができる。  

２  第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第

九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九

十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出る

ことができる。  

３  広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを

決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必

要な措置を執らなければならない。  

４  広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければなら

ない。  

（一部事務組合に関する規定の準用）  

第二百九十一条の十三  第二百八十七条の三及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。

この場合において、同条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは、「第二百九十一条の三第一項、第

三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。  
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＜個別法における機関等の共同設置に関する規定＞

障害者自立支援法（平成十七年十一月七日法律第百二十三号）

（市町村審査会）

第十五条 第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九

条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会（以下「市町村審査会」とい

う ）を置く。。

（共同設置の支援）

第十七条 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一項の

規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要

な調整を行うことができる。

２ 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保さ

れるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）

（介護認定審査会）

第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認

定審査会（以下「認定審査会」という ）を置く。。

（共同設置の支援）

第十六条 都道府県は、認定審査会について地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の七第一項 の規定による共同設置をしようとする市町村の求め

に応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

２ 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保され

るように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号）

（市町村の教育行政の体制の整備及び充実）

、 、第五十五条の二 市町村は 近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため

地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携

を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。

地方公務員法（昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号）

（人事委員会又は公平委員会の設置）

第七条 都道府県及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。

２ 前項の指定都市以外の市で人口（官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ず

る人口調査の結果による人口をいう。以下同じ ）十五万以上のもの及び特別区は、。

条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。

３ 人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置く

ものとする。

４ 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員

会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人

事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることがで

きる。

参考資料６
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都道府県 名　　　称 構成団体名

苫小牧港管理組合 北海道、苫小牧市

南渡島青少年指導センター組合 北斗市・七飯町

山越郡衛生処理組合 八雲町・長万部町

南渡島衛生施設組合 北斗市・七飯町

北部檜山衛生センター組合 せたな町・今金町

長幌上水道企業団 長沼町、南幌町

奈井江、浦臼町学校給食組合 奈井江町、浦臼町

岩見沢地区消防事務組合 岩見沢市、月形町

月新水道企業団 月形町、新篠津村

上川南部消防事務組合 上富良野町、中富良野町

留萌消防組合 留萌市・小平町

利尻郡清掃施設組合 利尻町、利尻富士町

利尻郡学校給食組合 利尻町、利尻富士町

利尻島国民健康保険病院組合 利尻町、利尻富士町

両湧別町学校給食組合 上湧別町・湧別町

美幌・津別広域事務組合 美幌町・津別町

網走地区消防組合 網走市・大空町

伊達、壮暼学校給食組合 伊達市、壮瞥町

安平・厚真行政事務組合 厚真町、安平町

日高中部消防組合 新冠町・新ひだか町

日高中部衛生施設組合 新冠町・新ひだか町

日高西部消防組合 日高町・平取町

北十勝２町環境衛生処理組合 士幌町、上士幌町

川上郡衛生処理組合 標茶町、弟子屈町

釧路白糠工業用水道企業団 釧路市、白糠町

八戸市階上町田代小学校中学校組合 八戸市、階上町

中部上北広域事業組合 七戸町、東北町

公立金木病院組合 五所川原市、中泊町

西海岸衛生処理組合 鰺ケ沢町・深浦町

黒石地区消防事務組合 黒石市・田舎館村

鰺ヶ沢地区消防事務組合 鰺ケ沢町・深浦町

久吉ダム水道企業団 平川市、大鰐町

陸前高田市及び大船渡市営林組合 陸前高田市、大船渡市

大船渡地区消防組合 大船渡市、住田町

岩手・玉山環境組合 岩手町、盛岡市

大船渡地区環境衛生組合 大船渡市、住田町

釜石大槌地区行政事務組合 釜石市、大槌町

北上地区消防組合 北上市、西和賀町

奥州金ケ崎行政事務組合 奥州市、金ケ崎町

盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合 矢巾町、盛岡市

亘理地区行政事務組合 亘理町，山元町

大衡村外一町牛野ダム管理組合 大衡村，大和町

石巻地方広域水道企業団 石巻市，東松島市

気仙沼地方衛生処理組合 気仙沼市，本吉町

加美郡保健医療福祉行政事務組合 色麻町，加美町

北秋田市上小阿仁村病院組合 北秋田市、上小阿仁村

井川町・潟上市共有財産管理組合 井川町、潟上市

北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 北秋田市、上小阿仁村

大仙美郷環境事業組合 大仙市・美郷町

本荘由利広域市町村圏組合 由利本荘市、にかほ市

鹿角広域行政組合 鹿角市・小坂町

男鹿地区衛生処理一部事務組合 男鹿市、潟上市

大仙美郷介護福祉組合 大仙市・美郷町

八郎潟町・井川町衛生処理施設組合 八郎潟町、井川町

月山水道企業団 鶴岡市、三川町

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 尾花沢市、大石田町

川俣方部衛生処理組合 川俣町・福島市

２団体で構成されている一部事務組合
（平成２０年７月１日現在）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

参考資料13
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都道府県 名　　　称 構成団体名

福島県伊達郡国見町・桑折町有北山組合 国見町、桑折町

伊達市国見町大枝小学校組合 伊達市、国見町

田島・下郷衛生組合 南会津町･下郷町

相馬方部衛生組合 相馬市・新地町

西部環境衛生組合 只見町・南会津町

高萩市・日立市事務組合 高萩市・日立市

大宮地方環境整備組合 常陸大宮市・那珂市

清水丘診療所事務組合 坂東市・古河市

湖北水道企業団 石岡市・小美玉市

江戸崎地方衛生土木組合 稲敷市・美浦村

県西総合病院組合 桜川市・筑西市

鹿島南部地区消防事務組合 鹿嶋市・神栖市

笠間・水戸環境組合 笠間市・水戸市

茨城美野里環境組合 茨城町・小美玉市

霞台厚生施設組合 石岡市・小美玉市

鹿島地方事務組合 鹿嶋市・神栖市

取手地方広域下水道組合 取手市・つくばみらい市

日立・高萩広域下水道組合 日立市・高萩市

高萩・北茨城広域工業用水道企業団 高萩市・北茨城市

城北地方広域事務組合 常陸大宮市・城里町

ひたちなか・東海広域事務組合 ひたちなか市・東海村

常総・下妻学校給食組合 常総市・下妻市

牛久市・阿見町斎場組合 牛久市・阿見町

黒磯那須共同火葬場組合 那須塩原市、那須町

大田原地区広域消防組合 大田原市、那須塩原市

黒磯那須消防組合 那須塩原市、那須町

真岡・二宮地区清掃事務組合 真岡市、二宮町

南那須地区広域行政事務組合 那須烏山市、那珂川町

佐野地区広域消防組合 佐野市、岩舟町

黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 那須塩原市、那須町

宇都宮西中核工業団地事務組合 西方町、鹿沼市

宇都宮市街地開発組合 栃木県、宇都宮市

前橋工業団地造成組合 群馬県、前橋市

高崎工業団地造成組合 群馬県、高崎市

藤岡市・高崎市ガス企業団 高崎市、藤岡市

桐生地域医療組合 桐生市、みどり市

富岡甘楽衛生施設組合 富岡市、甘楽町

甘楽西部環境衛生施設組合 下仁田町、南牧村

高崎市等広域市町村圏振興整備組合 高崎市、安中市

利根東部衛生施設組合 沼田市、片品村

富岡地域医療事務組合 富岡市、甘楽町

下仁田南牧医療事務組合 下仁田町、南牧村

蓮田市白岡町衛生組合 蓮田市、白岡町

久喜宮代衛生組合 久喜市、宮代町

栗橋・鷲宮衛生組合 栗橋町、鷲宮町

加須市、騎西町衛生施設組合 加須市、騎西町

入間西部衛生組合 入間市、日高市

蕨戸田衛生センター組合 蕨市、戸田市

本庄上里学校給食組合 本庄市、上里町

越谷・松伏水道企業団 越谷市、松伏町

桶川北本水道企業団 桶川市、北本市

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸市、鶴ヶ島市

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 坂戸市、鶴ヶ島市

彩北広域清掃組合 行田市、鴻巣市

大利根町北川辺町衛生施設組合 大利根町、北川辺町

吉川松伏消防組合 吉川市、松伏町

坂戸・鶴ヶ島消防組合 坂戸市、鶴ヶ島市

川越地区消防組合 川越市、川島町

埼玉県浦和競馬組合 埼玉県、さいたま市

栗橋・大利根土地区画整理一部事務組合 栗橋町、大利根町

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県
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騎西鴻巣学校給食センター組合 騎西町、鴻巣市

妻沼南河原環境施設組合 熊谷市、行田市

皆野・長瀞上下水道組合 皆野町、長瀞町

三芳水道企業団 館山市、南房総市

長門川水道企業団 本埜村、栄町

浦安市市川市病院組合 市川市、浦安市

香取市東庄町病院組合 香取市、東庄町

鋸南地区環境衛生組合 南房総市、鋸南町

佐倉市、酒々井町清掃組合 佐倉市、酒々井町

香取市東庄町清掃組合 香取市、東庄町

布施学校組合 いすみ市、御宿町

館山市及び南房総市学校給食組合 館山市、南房総市

鴨川市南房総市環境衛生組合 鴨川市、南房総市

匝瑳市横芝光町消防組合 匝瑳市、横芝光町

君津富津広域下水道組合 君津市、富津市

八匝水道企業団 匝瑳市、横芝光町

ふじみ衛生組合 三鷹市・調布市

青梅、羽村地区工業用水道企業団 青梅市、羽村市

羽村・瑞穂地区学校給食組合 羽村市・瑞穂町

秦野市伊勢原市環境衛生組合 秦野市、伊勢原市

湯河原町真鶴町衛生組合 真鶴町、湯河原町

足柄西部清掃組合 山北町、開成町

神奈川県川崎競馬組合 神奈川県、川崎市

小千谷地域広域事務組合 小千谷市、川口町

新潟県中越衛生処理組合 三条市、燕市

寺泊老人ホーム組合 長岡市・出雲崎町

新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合 三条市、燕市

加茂市・田上町消防衛生組合 加茂市、田上町

燕・弥彦総合事務組合 燕市・弥彦村

豊栄郷清掃施設処理組合 新潟市、聖籠町

十日町地域広域事務組合 十日町市、津南町

上越地域消防事務組合 上越市、妙高市

新井頸南広域行政組合 妙高市、上越市

上越地域水道用水供給企業団 妙高市、上越市

阿賀北広域組合 新潟市、阿賀野市

黒東合口用水組合 入善町、朝日町

下山用水組合 入善町、朝日町

小矢部川中流水害予防組合 高岡市、小矢部市

砺波広域圏事務組合 砺波市、南砺市

子浦川水防事務組合 羽咋市、宝達志水町

長曽川水防事務組合 羽咋市、中能登町

輪島市穴水町環境衛生施設組合 輪島市、穴水町

能美広域事務組合 能美市、川北町

七尾鹿島広域圏事務組合 七尾市、中能登町

白山石川広域事務組合 白山市、野々市町

小松加賀環境衛生事務組合 小松市、加賀市

能美介護認定事務組合 能美市、川北町

奥能登クリーン組合 珠洲市、能登町

武生三国モーターボート競走施行組合 越前市、坂井市

三国あわら斎苑組合 あわら市、坂井市

美浜・三方環境衛生組合 美浜町、若狭町

嶺北消防組合 あわら市、坂井市

鯖江・丹生消防組合 鯖江市、越前町

大野・勝山地区広域行政事務組合 大野市、勝山市

坂井地区水道用水事務組合 あわら市、坂井市

坂井地区環境衛生組合 あわら市、坂井市

勝山・永平寺衛生管理組合 勝山市、永平寺町

五領川公共下水道事務組合 坂井市、永平寺町

こしの国広域事務組合 福井市、永平寺町

大明神山恩賜県有財産保護組合 韮崎市　甲斐市

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

福井県

石川県

山梨県

千葉県
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柿坂外四山恩賜県有財産保護組合 甲府市　甲斐市

大阪山外三山恩賜県有財産保護組合 韮崎市　甲斐市

第一奧仙丈山恩賜県有財産保護組合 甲府市　甲斐市

御勅使川入旧三十六ヶ村入会山恩賜県有財産保護組合 韮崎市　南アルプス市

甲府市・中央市中学校組合 甲府市　中央市

釈迦堂遺跡博物館組合 笛吹市　甲州市

滑沢山恩賜県有財産保護組合 山梨市　甲州市

牛奥山恩賜県有財産保護組合 山梨市　甲州市

神峰山恩賜県有財産保護組合 山梨市　笛吹市

八幡山恩賜県有財産保護組合 山梨市　笛吹市

北奥千丈外二山恩賜県有財産保護組合 甲府市　山梨市

金峰前山恩賜県有財産保護組合 甲府市　山梨市

深沢山恩賜県有財産保護組合 山梨市　甲州市

京戸入会恩賜県有財産保護組合 笛吹市　甲州市

新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合 甲府市　笛吹市

西日向外三山恩賜県有財産保護組合 中央市　市川三郷町

切坂山恩賜県有財産保護組合 市川三郷町　身延町

大畠山外七字恩賜県有財産保護組合 中央市　市川三郷町

土山恩賜県有財産保護組合 南アルプス市　増穂町

奥仙重外二字山恩賜県有財産保護組合 南アルプス市　増穂町

身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合 身延町　早川町

下来澤恩賜県有財産保護組合 韮崎市　北杜市

御座石山恩賜県有財産保護組合 韮崎市　北杜市

大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合 韮崎市　北杜市

御座石恩賜県有財産保護組合 韮崎市　甲斐市

老別当恩賜県有財産保護組合 韮崎市　甲斐市

第一御座石前山恩賜県有財産保護組合 韮崎市　甲斐市

下広河原恩賜県有財産保護組合 韮崎市　甲斐市

牛ケ馬場恩賜県有財産保護組合 韮崎市　北杜市

河口木無山外六字恩賜県有財産保護組合 富士吉田市　富士河口湖町

大旅外二恩賜県有財産保護組合 都留市　大月市

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合 鳴沢村　富士河口湖町

奥山外四恩賜県有財産保護組合 都留市　大月市

野脇恩賜県有財産保護組合 都留市　大月市

深桂恩賜県有財産保護組合 都留市　大月市

大月都留広域事務組合 都留市　大月市

河口湖南中学校組合 鳴沢村　富士河口湖町

青木が原衛生センター 鳴沢村　富士河口湖町

東部地域広域水道企業団 大月市　上野原市

釜無山外三字恩賜県有財産保護組合 北杜市　長野県富士見町

八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合 北杜市　長野県富士見町

佐久平環境衛生組合 佐久市、佐久穂町

佐久市・軽井沢町清掃施設組合 佐久市、軽井沢町

上田市東御市真田共有財産組合 上田市、東御市

上田市長和町中学校組合 上田市、長和町

青木村及び上田市共有財産組合 上田市、青木村

依田窪医療福祉事務組合 上田市、長和町

諏訪市・茅野市衛生施設組合 諏訪市、茅野市

南諏衛生施設組合 富士見町、原村

白樺湖下水道組合 茅野市、立科町

辰野町塩尻市小学校組合 塩尻市、辰野町

両小野国保病院組合 塩尻市、辰野町

東筑摩郡筑北保健衛生施設組合 麻績村、筑北村

麻績村筑北村学校組合 麻績村、筑北村

安曇野・松本行政事務組合 松本市、安曇野市

安曇野市外一市山林組合 松本市、安曇野市

塩尻市辰野町中学校組合 塩尻市、辰野町

塩尻・朝日衛生施設組合 塩尻市、朝日村

池田松川施設組合 池田町、松川村

白馬山麓環境施設組合 白馬村、小谷村

山梨県
長野県

長野県
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葛尾組合 千曲市、坂城町

六ヶ郷用水組合 千曲市、坂城町

犀峡衛生施設組合 長野市、信州新町

西部衛生施設組合 中条村、小川村

北部衛生施設組合 信濃町、飯綱町

長野市戸隠祖山林野組合 長野市、中条村

千曲坂城消防組合 千曲市、坂城町

岳南広域消防組合 中野市、山ノ内町

瑞穂市・神戸町水道組合 瑞穂市、神戸町

揖斐郡養基小学校養基保育所組合 池田町・揖斐川町

大垣市・安八郡安八町東安中学校組合 大垣市・安八町

可児市・御嵩町中学校組合 可児市・御嵩町

樫原谷林野組合 揖斐川町、池田町

足打谷林野組合 揖斐川町、池田町

不破消防組合 垂井町、関ヶ原町

美濃加茂市富加町中学校組合 美濃加茂市、富加町

本巣消防事務組合 本巣市、北方町

揖斐郡消防組合 揖斐川町、大野町

岐北衛生施設利用組合 山県市・関市

中濃消防組合 関市、美濃市

土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合 土岐市・瑞浪市

古川国府給食センター利用組合　 飛騨市・高山市

浜名湖競艇企業団 浜松市　新居町

牧之原市菊川市学校組合 牧之原市、菊川市

大井上水道企業団 島田市、牧之原市

三島函南広域行政組合 三島市、函南町

牧之原市御前崎市広域施設組合 牧之原市、御前崎市

御殿場市・小山町広域行政組合 御殿場市、小山町

東河環境センター 東伊豆町、河津町

南豆衛生プラント組合 下田市、南伊豆町

川根地区広域施設組合 川根本町、島田市

富士宮市芝川町厚生施設組合 富士宮市、芝川町

西豆衛生プラント組合 松崎町、西伊豆町

裾野、長泉清掃施設組合 裾野市、長泉町

伊豆市沼津市衛生施設組合 伊豆市、沼津市

富士宮市芝川町用水組合 富士宮市、芝川町

田貫湖貯水・大倉川防災ダム管理組合 富士宮市、芝川町

岳南排水路管理組合 富士市、富士宮市

御前崎市牧之原市学校組合 御前崎市、牧之原市

袋井市森町広域行政組合 袋井市、森町

西伊豆広域消防組合 西伊豆町、松崎町

富士宮市芝川町消防組合 富士宮市、芝川町

東遠地区聖苑組合 掛川市、菊川市

吉田町牧之原市広域施設組合 吉田町、牧之原市

桃沢少年自然の家組合 長泉町、清水町

焼津・大井川学校給食組合 焼津市、大井川町

湖西市・新居町広域施設組合 湖西市、新居町

榛原総合病院組合 牧之原市、吉田町

掛川市・菊川市衛生施設組合 掛川市、菊川市

名古屋港管理組合 愛知県、名古屋市

名古屋競輪組合 愛知県、名古屋市

岡崎市額田郡模範造林組合 岡崎市、幸田町

衣浦衛生組合 碧南市、高浜市

常滑武豊衛生組合 常滑市、武豊町

蒲郡市幸田町衛生組合 蒲郡市、幸田町

豊川宝飯衛生組合 豊川市、小坂井町

逢妻衛生処理組合 豊田市、知立市

西知多厚生組合 東海市、知多市

小牧岩倉衛生組合 小牧市、岩倉市

知多南部衛生組合 美浜町、南知多町

岐阜県

静岡県

愛知県
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尾張旭市長久手町衛生組合 尾張旭市、長久手町

刈谷知立環境組合 刈谷市、知立市

北名古屋水道企業団 北名古屋市、豊山町

半田常滑看護専門学校管理組合 半田市、常滑市

丹羽広域事務組合 大口町、扶桑町

北名古屋衛生組合 北名古屋市、豊山町

海部南部消防組合 弥富市、飛島村

瀬戸旭看護専門学校組合 瀬戸市、尾張旭市

日東衛生組合 日進市、東郷町

知多南部消防組合 南知多町、美浜町

春日井小牧看護専門学校管理組合 春日井市、小牧市

四日市港管理組合 三重県、四日市市

三重県多気郡多気町松阪市学校組合 松阪市、多気町

多気郡大台町、度会郡大紀町中学校組合 大台町、大紀町

多気学校給食センター管理組合 多気町、三重県多気郡多気町松阪市学校組合

朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター 朝日町、川越町

奥伊勢広域行政組合 大台町、大紀町

菊狭間環境整備施設組合 明和町、玉城町

伊賀市・名張市広域行政事務組合 伊賀市、名張市

伊賀南部環境衛生組合 名張市、伊賀市

三重紀北消防組合 尾鷲市、紀北町

志摩広域消防組合 志摩市、南伊勢町

荷坂やすらぎ苑組合 大紀町、紀北町

公立甲賀病院組合 甲賀市、湖南市

彦根市、米原市山林組合 彦根市、米原市

彦根市、米原市造林組合 彦根市、米原市

甲賀広域行政組合 甲賀市、湖南市

愛知郡広域行政組合 東近江市、愛荘町

守山野洲行政事務組合 守山市、野洲市

与謝野町宮津市中学校組合 宮津市、与謝野町

加茂笠置組合 木津川市、笠置町

相楽郡笠置町南山城村中学校組合 笠置町、南山城村

亀岡市及び南丹市財産区組合 亀岡市、南丹市

船井郡衛生管理組合 南丹市、京丹波町

相楽郡西部塵埃処理組合 木津川市、精華町

恩智川水防事務組合 八尾市、東大阪市

堺市高石市消防組合 堺市、高石市

守口市門真市消防組合 守口市、門真市

枚方寝屋川消防組合 枚方市、寝屋川市

八尾市柏原市火葬場組合 八尾市、柏原市

泉大津市、和泉市墓地組合 泉大津市、和泉市

高石市、泉大津市墓地組合 高石市、泉大津市

豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市、伊丹市

泉佐野市田尻町清掃施設組合 泉佐野市、田尻町

東大阪都市清掃施設組合 東大阪市、大東市

四條畷市交野市清掃施設組合 四條畷市、交野市

岸和田市貝塚市清掃施設組合 岸和田市、貝塚市

泉南清掃事務組合 泉南市、阪南市

豊中市箕面市養護老人ホーム組合 豊中市、箕面市

藤井寺市柏原市学校給食組合 柏原市、藤井寺市

東大阪市・大東市清掃センター 大東市、東大阪市

豊能郡環境施設組合 豊能町、能勢町

阪南岬消防組合 阪南市、岬町

揖龍保健衛生施設事務組合 たつの市、太子町

公立豊岡病院組合 豊岡市、朝来市

洲本市・南あわじ市山林事務組合 洲本市、南あわじ市

南あわじ市・洲本市小中学校組合 洲本市、南あわじ市

兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合 佐用町、穴栗市

公立八鹿病院組合 養父市、香美町

淡路市・洲本市広域事務組合 淡路市、洲本市

兵庫県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府
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洲本市・南あわじ市衛生事務組合 洲本市、南あわじ市

加古郡衛生事務組合 稲美町、播磨町

南但広域行政事務組合 養父市、朝来市

西播磨水道企業団 相生市、たつの市

宍粟環境事務組合 穴栗市、姫路市

西脇多可行政事務組合 西脇市、多可町

美方郡広域事務組合 香美町、新温泉町

中播北部行政事務組合 神河町、市川町

姫路福崎斎苑施設事務組合 姫路市、福崎町

小野加東環境施設事務組合 小野市、加東市

揖龍地区農業共済事務組合 たつの市、太子町

くれさか環境事務組合 姫路市、福崎町

小野加東広域事務組合 小野市、加東市

川西町・三宅町式下中学校組合 川西町、三宅町

奥山組合 奈良市、宇陀市

青葉山組合 宇陀市、山添村

神野山組合 奈良市、山添村

上下北山衛生一部事務組合 上北山村、下北山村

香芝・王寺環境施設組合 香芝市、王寺町

山辺環境衛生組合 奈良市、山添村

曽爾御杖行政一部事務組合 曽爾村、御杖村

香芝・広陵消防組合 香芝市、広陵町

国民健康保険野上厚生病院組合 海南市、紀美野町

那賀児童福祉施設組合 紀の川市、岩出市

那賀老人福祉施設組合 紀の川市、岩出市

公立那賀病院経営事務組合 紀の川市、岩出市

那賀広域事務組合 紀の川市、岩出市

那賀衛生環境整備組合 紀の川市、岩出市

有田衛生施設事務組合 湯浅町、広川町

御坊市日高川町中学校組合 御坊市、日高川町

串本町古座川町衛生施設事務組合 串本町，古座川町

大辺路衛生施設組合 すさみ町、白浜町

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 那智勝浦町、太地町

上大中清掃施設組合 田辺市、上富田町

海南海草老人福祉施設事務組合 海南市、紀美野町

那賀消防組合 紀の川市、岩出市

那賀休日急患診療所経営事務組合 紀の川市、岩出市

田辺市周辺衛生施設組合 田辺市、みなべ町

海南海草環境衛生施設組合 海南市、紀美野町

湯浅広川消防組合 湯浅町、広川町

米子市日吉津村中学校組合 米子市、日吉津村

南部町・伯耆町清掃施設管理組合 南部町、伯耆町

境港管理組合 鳥取県、島根県

玉井斎場管理組合 境港市、松江市

松江市東出雲町山林組合 松江市、東出雲町

斐川宍道水道企業団 松江市、斐川町

鹿足郡環境衛生組合 津和野町、吉賀町

鹿足郡養護老人ホーム組合 津和野町、吉賀町

浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合 浜田市、江津市

鹿足郡不燃物処理組合 津和野町、吉賀町

雲南市・飯南町事務組合 雲南市、飯南町

浜田地区広域行政組合 浜田市、江津市

八ケ郷合同用水組合 倉敷市、早島町

高梁川東西用水組合 倉敷市、早島町

竹川組合 倉敷市・浅口市

大正池水利組合 岡山市、総社市

六ケ郷組合 倉敷市・岡山市

四ケ郷組合 倉敷市・岡山市

西一郷半組合 倉敷市・岡山市

三ケ村組合 倉敷市・岡山市

奈良県

和歌山県

鳥取県

鳥取県
島根県

島根県

岡山県
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岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合 笠岡市・矢掛町

備南水道企業団 倉敷市、早島町

神崎衛生施設組合 岡山市、瀬戸内市

倉敷西部清掃施設組合 倉敷市・浅口市

岡山市久米南町国民健康保険病院組合 岡山市、久米南町

岡山市久米南町衛生施設組合 岡山市、久米南町

岡山県中部環境施設組合 真庭市、美咲町

岡山県井原地区清掃施設組合 井原市・矢掛町

御津・加茂川環境施設組合 岡山市・吉備中央町

総社広域環境施設組合 総社市，倉敷市

井原地区消防組合 井原市・矢掛町

東備消防組合 備前市　和気町

美作養護老人ホーム組合 美作市・西粟倉村

柵原吉井特別養護老人ホーム組合 美咲町、赤磐市

高梁地域事務組合 高梁市　吉備中央町

真庭広域市町村圏事務組合 真庭市、新庄村

山県郡町村税等滞納整理組合 安芸太田町，北広島町

世羅中央病院企業団 三原市，世羅町

山県郡西部衛生組合 安芸太田町，北広島町

竹原波方間自動車航送船組合 竹原市，愛媛県今治市

宮島競艇施行組合 廿日市市，大竹市

備北地区消防組合 三次市，庄原市

三原広域市町村圏事務組合 三原市，世羅町

世羅三原斎場組合 三原市，世羅町

芸北広域環境施設組合 安芸高田市，北広島町

広島中部台地土地改良施設管理組合 三原市，世羅町

周南地区福祉施設組合 周南市、下松市

養護老人ホーム秋楽園組合 山口市、美祢市

養護老人ホーム長生園組合 山陽小野田市、宇部市

玖珂地方老人福祉施設組合 岩国市、和木町

豊浦大津環境浄化組合 下関市、長門市

玖西環境衛生組合 岩国市、周南市

美祢市萩市競艇組合 美祢市、萩市

田布施・平生水道企業団 田布施町、平生町

熊南総合事務組合 田布施町、平生町

岩国地区消防組合 岩国市、和木町

周南東部環境施設組合 下松市、光市

宇部・阿知須公共下水道組合 宇部市、山口市

西阿老人ホーム組合 美馬市、つるぎ町

老人ホーム福寿荘組合 阿南市、那賀町

美馬西部共立火葬場組合 美馬市、つるぎ町

吉野川環境整備組合 美馬市、つるぎ町

阿北火葬場管理組合 吉野川市、阿波市

美馬環境整備組合 美馬市、つるぎ町

三好東部火葬場管理組合 三好市、東みよし町

美馬西部消防組合 美馬市、つるぎ町

美馬西部学校給食センター組合 美馬市、つるぎ町

美馬西部青少年育成センター組合 美馬市、つるぎ町

美馬西部特別養護老人ホーム組合 美馬市、つるぎ町

板野東部青少年補導センター組合 松茂町、北島町

美馬地区広域行政組合 美馬市、つるぎ町

阿北特別養護老人ホーム組合 吉野川市、阿波市

板野西部消防組合 板野町、上板町

美馬食肉センター組合 美馬市、つるぎ町

名西消防組合 石井町、神山町

那賀川北岸地域湛水防除施設組合 小松島市、阿南市

伝法川防災溜池事業組合 土庄町、小豆島町

三豊総合病院組合 観音寺市、三豊市

土庄町小豆島町環境衛生組合 土庄町、小豆島町

三観衛生組合 観音寺市、三豊市

香川県

山口県

徳島県

広島県
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香川県三豊市観音寺市学校組合 観音寺市、三豊市

仲多度南部消防組合 琴平町、まんのう町

大川広域行政組合 さぬき市、東かがわ市

さぬき市・三木町県行造林組合 さぬき市、三木町

さぬき市・三木町山林組合 さぬき市、三木町

三観広域行政組合 観音寺市、三豊市

小豆地区広域行政事務組合 土庄町、小豆島町

坂出、宇多津広域行政事務組合 坂出市、宇多津町

三木・長尾葬斎組合 さぬき市、三木町

松山市，東温市共有山林組合 松山市、東温市

伊予市松前町共立衛生組合 伊予市・松前町

大洲市・内子町山林管理組合 大洲市・内子町

高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合 宿毛市・愛南町

伊予地区ごみ処理施設管理組合 伊予市・松前町

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 大洲市・内子町

大洲地区内子運動公園事務組合 大洲市・内子町

津島水道企業団 宇和島市・愛南町

大洲地区広域消防事務組合 大洲市・内子町

林道桐見川白石川線等管理組合 越知町・仁淀川町

香南香美衛生組合 香南市・香美市

香南香美老人ホーム組合 香南市・香美市

日高村佐川町学校組合 日高村・佐川町

高知県競馬組合 高知県・高知市

幡多中央環境施設組合 四万十市・黒潮町

津野山広域事務組合 津野町・檮原町

芸東衛生組合 室戸市・東洋町

仁淀消防組合 いの町・日高村

幡多中央消防組合 四万十市・黒潮町

高幡西部特別養護老人ホーム組合 四万十町・中土佐町

仁淀川中央清掃事務組合 いの町・日高村

高知県・高知市病院企業団 高知県・高知市

本山町土佐町中学校組合 本山町・土佐町

糟屋郡粕屋町外１市水利組合 福岡市、粕屋町

直方市・北九州市岡森用水組合 北九州市、直方市

柳川市みやま土木組合 柳川市、みやま市

山の井用水組合 八女市、筑後市

堀川水利組合 中間市、水巻町

船小屋温泉振興組合 筑後市、みやま市

吉富町外１町環境衛生事務組合 吉富町、上毛町

浮羽老人ホーム組合 久留米市、うきは市

東山老人ホーム組合 柳川市、みやま市

大川柳川衛生組合 柳川市、大川市

うきは久留米環境施設組合 久留米市、うきは市

飯塚市・桂川町衛生施設組合 飯塚市、桂川町

吉富町外一市中学校組合 豊前市、吉富町

中間市行橋市競艇組合 行橋市、中間市

筑紫野太宰府消防組合 筑紫野市、太宰府市

小郡市・筑前町衛生施設組合 小郡市、筑前町

宗像地区事務組合 宗像市、福津市

春日那珂川水道企業団 春日市、那珂川町

行橋市・みやこ町清掃施設組合 行橋市、みやこ町

大野城太宰府環境施設組合 大野城市、太宰府市

粕屋北部消防組合 古賀市、新宮町、

有明広域葬斎施設組合 柳川市、みやま市

春日大野城衛生施設組合 春日市、大野城市

宇美町・志免町衛生施設組合 宇美町、志免町

福岡県
熊本県 大牟田・荒尾清掃施設組合 大牟田市・熊本県荒尾市

天山地区共同塵芥処理場組合 小城市・佐賀市

佐賀県競馬組合 佐賀県・鳥栖市

佐賀県

福岡県

高知県

愛媛県
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都道府県 名　　　称 構成団体名

有田磁石場組合 伊万里市・有田町

伊万里・有田地区医療福祉組合 伊万里市、有田町

伊万里・有田地区衛生組合 伊万里市、有田町

三養基西部葬祭組合 みやき町・上峰町

南高北部環境衛生組合 雲仙市・島原市

鹿町・江迎給食衛生一部事務組合 鹿町町・江迎町

外海地区衛生施設組合 長崎市、西海市

県央広域圏西部地区塵芥処理一部事務組合 雲仙市・諫早市

南高北東部環境衛生組合 雲仙市・島原市

雲仙・南島原保健組合 雲仙市 南島原市

北松北部環境組合 平戸市・松浦市

長崎県
熊本県 有明海自動車航送船組合 長崎県・熊本県

荒尾競馬組合 熊本県・荒尾市

玉名市玉東町病院組合 玉名市・玉東町

菊池養生園保健組合 菊池市・合志市

小国町外一ヶ町公立病院組合 小国町・南小国町

大津菊陽水道企業団 大津町・菊陽町

矢護川地区簡易水道組合 菊池市・大津町

大津町西原村原野組合 大津町　西原村

益城町及び御船町中小学校組合 御船町・益城町

氷川町及び八代市中学校組合 八代市、氷川町

上天草衛生施設組合 上天草市.天草市

御船町甲佐町衛生施設組合 御船町・甲佐町

山鹿植木広域行政事務組合 山鹿市・植木町

八代広域行政事務組合 八代市、氷川町

八代生活環境事務組合 八代市、氷川町

高遊原南消防組合 益城町　西原村

由布大分環境衛生組合 大分市、由布市

杵築速見環境浄化組合 杵築市、日出町

杵築速見消防組合 杵築市、日出町

玖珠九重行政事務組合 九重町、玖珠町

国民健康保険中部病院組合 日南市、南郷町

高鍋・木城衛生組合 高鍋町、木城町

川南・都農衛生組合 川南町、都農町

いちき串木野市・日置市衛生処理組合 いちき串木野市，日置市

沖永良部バス企業団 和泊町，知名町

大口伊佐衛生管理組合 大口市，菱刈町

指宿地区消防組合 指宿市，南九州市

指宿広域市町村圏組合 指宿市，南九州市

南大隅衛生管理組合 錦江町，南大隅町

中南衛生管理組合 中種子町，南種子町

阿久根地区消防組合 阿久根市，長島町

沖永良部衛生管理組合 和泊町，知名町

曽於南部厚生事務組合 志布志市，大崎町

種子島地区広域事務組合 西之表市，中種子町

公立種子島病院組合 中種子町，南種子町

南部水道企業団 八重瀬町・南風原町

糸満市・豊見城市清掃施設組合 糸満市、豊見城市

本部町今帰仁村清掃施設組合 本部町　今帰仁村

本部町今帰仁村消防組合 本部町　今帰仁村

島尻消防、清掃組合 南城市、八重瀬町

中城村北中城村清掃事務組合 中城村、北中城村

中城北中城消防組合 中城村、北中城村

中部北環境施設組合 恩納村、うるま市

沖縄県離島医療組合 沖縄県　久米島町

那覇市・南風原町環境施設組合 那覇市、南風原町

熊本県

長崎県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県
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日高東部衛生組合 3

日高東部消防組合 3

十勝環境複合事務組合 19

十勝圏複合事務組合 19

釧路公立大学事務組合 8

釧路広域市町村圏事務組合 8

北後志衛生施設組合 5

北後志消防組合 5

斜里郡３町終末処理事業組合 3

斜里地区消防組合 3

胆振西部衛生組合 4

西胆振消防組合 4

根室北部衛生組合 3

中標津町外２町葬斎組合 3

大雪消防組合 3

大雪清掃組合 3

大雪葬斎組合 3

北空知衛生センター組合 6

深川地区消防組合 6

富良野地区環境衛生組合 5

富良野広域串内草地組合 5

紋別地区消防組合 5

西紋別地区環境衛生施設組合 5

利尻郡清掃施設組合 2

利尻郡学校給食組合 2

利尻島国民健康保険病院組合 2

日高中部消防組合 2

日高中部衛生施設組合 2

日高地区交通災害共済組合 7

日高管内地方税滞納整理機構 7

南渡島青少年指導センター組合 2

南渡島衛生施設組合 2

西海岸衛生処理組合 2

鰺ヶ沢地区消防事務組合 2

三戸地区環境整備事務組合 3

三戸地区塵芥処理事務組合 3

大船渡地区消防組合 2

大船渡地区環境衛生組合 2

塩釜地区消防事務組合 5

塩釜地区環境組合 5

北秋田市上小阿仁村病院組合 2

北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 2

大仙美郷環境事業組合 2

大仙美郷介護福祉組合 2

山形県消防補償等組合 35

山形県自治会館管理組合 35

同一の構成団体で複数の一部事務組合を構成しているケース
（平成２０年７月１日現在）

富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良
野町、占冠村

紋別市・滝上町・興部町・西興部村・雄武町

利尻町、利尻富士町

新冠町・新ひだか町

日高町・平取町・新冠町・浦河町・様似町・え
りも町・新ひだか町

北海道

大仙市・美郷町

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、
寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童
市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中
山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大
石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川
町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西
町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内
町、遊佐町

都道
府県

名　　称
構成団
体数

構成団体名

北斗市・七飯町

秋田県

山形県

青森県
鰺ケ沢町・深浦町

三戸町、田子町、南部町

大船渡市、住田町

塩竈市，多賀城市，松島町，七ヶ浜町，利府
町

北秋田市、上小阿仁村

浦河町・様似町・えりも町

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追
町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更
別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊
頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、
弟子屈町、鶴居村、白糠町

積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村

斜里町・清里町・小清水町

伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町

中標津町 標津町 羅臼町

東神楽町、東川町、美瑛町

深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田
町、幌加内町

※塗りつぶしは地方公営企業等である

岩手県

宮城県

参考資料14
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都道
府県

名　　称
構成団
体数

構成団体名

湖北水道企業団 2

霞台厚生施設組合 2

鹿島南部地区消防事務組合 2

鹿島地方事務組合 2

茨城県市町村総合事務組合 44

茨城租税債権管理機構 44

黒磯那須共同火葬場組合 2

黒磯那須消防組合 2

黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 2

甘楽西部環境衛生施設組合 2

下仁田南牧医療事務組合 2

邑楽館林医療事務組合 6

館林邑楽農業共済事業組合 6

富岡甘楽衛生施設組合 2

富岡地域医療事務組合 2

西吾妻衛生施設組合 4

西吾妻福祉病院組合 4

多野藤岡医療事務市町村組合 4

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 4

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 2

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 2

坂戸・鶴ヶ島消防組合 2

入間東部地区衛生組合 3

入間東部地区消防組合 3

国保国吉病院組合 3

夷隅環境衛生組合 3

香取市東庄町病院組合 2

香取市東庄町清掃組合 2

君津中央病院企業団 4

君津郡市広域市町村圏事務組合 4

匝瑳市横芝光町消防組合 2

八匝水道企業団 2

三芳水道企業団 2

館山市及び南房総市学校給食組合 2

特別区人事・厚生事務組合 23

特別区競馬組合 23

東京二十三区清掃一部事務組合 23

阿伎留病院組合 3

西秋川衛生組合 3

秋川流域斎場組合 3

小田原市外二ヶ市町組合 3

南足柄市外二ケ市町組合 3

足柄上衛生組合 6

足柄消防組合 6

南足柄市外二ケ町組合 3

南足柄市･山北町・開成町一部事務組合 3

新潟県中越衛生処理組合 2

新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合 2

新井頸南広域行政組合 2

上越地域水道用水供給企業団 2

庄川左岸水害予防組合 3

庄川右岸水害予防組合 3

三郷利田用水市町村組合 3

常願寺川右岸水防市町村組合 3

黒東合口用水組合 2

下山用水組合 2

小田原市、南足柄市、大井町

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山
北町、開成町

南足柄市、山北町、開成町

三条市、燕市

妙高市、上越市

藤岡市、吉井町、上野村、神流町

坂戸市、鶴ヶ島市

富士見市、ふじみ野市、三芳町

いすみ市、大多喜町、御宿町

香取市、東庄町

高岡市、射水市、砺波市

富山市、立山町、舟橋村

入善町、朝日町

新潟県

東京都

神奈川
県

那須塩原市、那須町

下仁田町、南牧村

館林市、板倉町、明和町、千代田町、大
泉町、邑楽町

富岡市、甘楽町

長野原町、嬬恋村、草津町、六合村

石岡市・小美玉市

鹿嶋市・神栖市

全市町村

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市

匝瑳市、横芝光町

館山市、南房総市

千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台
東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田
区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島
区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/
葛飾区/江戸川区

あきる野市・日の出町・檜原村

栃木県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県

富山県
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都道
府県

名　　称
構成団
体数

構成団体名

河北郡市広域事務組合 3

河北郡市斎場施設組合 3

能美広域事務組合 2

能美介護認定事務組合 2

手取川流域環境衛生事業組合 3

手取郷広域事務組合 3

三国あわら斎苑組合 2

嶺北消防組合 2

坂井地区水道用水事務組合 2

坂井地区環境衛生組合 2

福井県丹南広域組合 5

公立丹南病院組合 5

柿坂外四山恩賜県有財産保護組合 2

第一奧仙丈山恩賜県有財産保護組合 2

金峰前山恩賜県有財産保護組合 2

北奥千丈外二山恩賜県有財産保護組合 2

西日向外三山恩賜県有財産保護組合 2

大畠山外七字恩賜県有財産保護組合 2

大旅外二恩賜県有財産保護組合 2

奥山外四恩賜県有財産保護組合 2

野脇恩賜県有財産保護組合 2

深桂恩賜県有財産保護組合 2

大月都留広域事務組合 2

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合 2

河口湖南中学校組合 2

青木が原衛生センター 2

峡北地域広域水道企業団 3

峡北広域行政事務組合 3

奥野山恩賜県有財産保護組合 3

大明神山恩賜県有財産保護組合 2

大阪山外三山恩賜県有財産保護組合 2

御座石恩賜県有財産保護組合 2

老別当恩賜県有財産保護組合 2

第一御座石前山恩賜県有財産保護組合 2

下広河原恩賜県有財産保護組合 2

下来澤恩賜県有財産保護組合 2

御座石山恩賜県有財産保護組合 2

牛ケ馬場恩賜県有財産保護組合 2

大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合 2

京戸入会恩賜県有財産保護組合 2

釈迦堂遺跡博物館組合 2

土山恩賜県有財産保護組合 2

奥仙重外二字山恩賜県有財産保護組合 2

牛奥山恩賜県有財産保護組合 2

滑沢山恩賜県有財産保護組合 2

深沢山恩賜県有財産保護組合 2

神峰山恩賜県有財産保護組合 2

八幡山恩賜県有財産保護組合 2

大蔵沢恩賜県有財産保護組合 3

笹子山恩賜県有財産保護組合 3

東山梨行政事務組合 3

東山梨環境衛生組合 3

峡東地域広域水道企業団 3

釜無山外三字恩賜県有財産保護組合 2

八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合 2

上田市長和町中学校組合 2

依田窪医療福祉事務組合 2
上田市、長和町

韮崎市　甲斐市

韮崎市　北杜市

笛吹市　甲州市

南アルプス市　増穂町

山梨市　甲州市

韮崎市　北杜市　甲斐市

白山市、能美市、川北町

あわら市、坂井市

鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越
前町

甲府市　甲斐市

甲府市　山梨市

山梨市　笛吹市

山梨市　笛吹市　甲州市

山梨県北杜市　長野県富士見町

能美市、川北町

中央市　市川三郷町

都留市　大月市

鳴沢村　富士河口湖町

かほく市、津幡町、内灘町

山梨県
長野県

福井県

石川県

長野県

山梨県
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東筑摩郡筑北保健衛生施設組合 2

麻績村筑北村学校組合 2

辰野町塩尻市小学校組合 2

両小野国保病院組合 2

塩尻市辰野町中学校組合 2

葛尾組合 2

六ヶ郷用水組合 2

千曲坂城消防組合 2

安曇野・松本行政事務組合 2

安曇野市外一市山林組合 2

樫原谷林野組合 2

足打谷林野組合 2

可茂衛生施設利用組合 10

可茂消防事務組合 10

可茂公設地方卸売市場組合 10

東遠地区聖苑組合 2

掛川市・菊川市衛生施設組合 2

庵原郡環境衛生組合 3

庵原地区消防組合 3

箱根山御山組合 3

箱根山禁伐林組合 3

箱根山殖産林組合 3

富士宮市芝川町厚生施設組合 2

富士宮市芝川町用水組合 2

田貫湖貯水・大倉川防災ダム管理組合 2

富士宮市芝川町消防組合 2

名古屋港管理組合 2

名古屋競輪組合 2

北名古屋水道企業団 2

北名古屋衛生組合 2

公立陶生病院組合 3

尾張東部衛生組合 3

尾三消防組合 3

尾三衛生組合 3

多気郡大台町、度会郡大紀町中学校組合 2

奥伊勢広域行政組合 2

紀南社会福祉施設組合 3

紀南病院組合 3

南牟婁清掃施設組合 3

紀南特別養護老人ホーム組合 3

松阪地区広域衛生組合 3

松阪地区広域消防組合 3

宮川福祉施設組合 4

松阪飯多農業共済事務組合 4

三重県自治会館組合 29

三重地方税管理回収機構 29

滋賀県市町村交通災害共済組合 26

滋賀県自治会館管理組合 26

滋賀県市町村職員研修センター 26

公立甲賀病院組合 2

甲賀広域行政組合 2

松阪市、多気町、明和町、大台町

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名
市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、
鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊
賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日
町、川越町、多気町、明和町、大台町、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀
北町、御浜町、紀宝町

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、
草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲
市、湖南市、高島市、東近江市、米原
市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、
豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北
町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井
町

甲賀市、湖南市

北名古屋市、豊山町

瀬戸市、尾張旭市、長久手町

日進市、東郷町、三好町

大台町、大紀町

熊野市、御浜町、紀宝町

函南町、三島市、清水町

富士宮市、芝川町

愛知県、名古屋市

塩尻市、辰野町

千曲市、坂城町

松本市、安曇野市

揖斐川町、池田町

美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・
川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東
白川村・御嵩町

松阪市、多気町、明和町

麻績村、筑北村

掛川市、菊川市

静岡市、富士川町、由比町

三重県

岐阜県

愛知県

静岡県

滋賀県
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伊香郡衛生プラント組合 4

伊香郡民会館管理組合 4

伊香郡病院組合 4

彦根市犬上郡営林組合 4

大滝山林組合 4

彦根犬上広域行政組合 4

八日市布引ライフ組合 4

中部清掃組合 4

彦根市、米原市山林組合 2

彦根市、米原市造林組合 2

国民健康保険南丹病院組合 3

京都中部広域消防組合 3

国民健康保険山城病院組合 4

相楽中部消防組合 4

乙訓環境衛生組合 3

乙訓福祉施設事務組合 3

乙訓消防組合 3

泉北水道企業団 3

泉北環境整備施設組合 3

柏原羽曳野藤井寺消防組合 3

柏羽藤環境事業組合 3

安室ダム水道用水供給企業団 3

赤相農業共済事務組合 3

小野加東環境施設事務組合 2

小野加東広域事務組合 2

中播衛生施設事務組合 4

中播農業共済事務組合 4

美方郡広域事務組合 2

北但行政事務組合 3

洲本市・南あわじ市山林事務組合 2

南あわじ市・洲本市小中学校組合 2

洲本市・南あわじ市衛生事務組合 2

淡路広域行政事務組合 3

淡路広域消防事務組合 3

揖龍保健衛生施設事務組合 2

揖龍地区農業共済事務組合 2

姫路福崎斎苑施設事務組合 2

くれさか環境事務組合 2

宇陀広域消防組合 3

東宇陀環境衛生組合 3

神野山組合 2

山辺環境衛生組合 2

西和衛生試験センター組合 7

西和消防組合 7

王寺周辺広域休日応急診療施設組合 7

国民健康保険野上厚生病院組合 2

海南海草老人福祉施設事務組合 2

海南海草環境衛生施設組合 2

有田聖苑事務組合 3

有田周辺広域圏事務組合 3

那賀児童福祉施設組合 2

那賀老人福祉施設組合 2

公立那賀病院経営事務組合 2

那賀広域事務組合 2

那賀衛生環境整備組合 2

那賀消防組合 2

那賀休日急患診療所経営事務組合 2

海南市、紀美野町

有田市、広川町、有田川町

紀の川市、岩出市

たつの市、太子町

姫路市、福崎町

宇陀市、曽爾村、御杖村

奈良市、山添村

平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、王寺
町、河合町、上牧町

小野市、加東市

神河町、市川町、福崎町、姫路市

香美町、新温泉町

洲本市、南あわじ市

洲本市、南あわじ市、淡路市

木津川市、笠置町、和束町、南山城村

向日市、長岡京市、大山崎町

泉大津市、和泉市、高石市

柏原市、羽曳野市、藤井寺市

相生市、赤穂市、上郡町

高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町

東近江市、安土町、竜王町、日野町

彦根市、米原市

亀岡市、南丹市、京丹波町

奈良県

兵庫県

和歌山
県

京都府

大阪府
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御坊市外五ヶ町病院経営事務組合 6

御坊広域行政事務組合 6

富田川治水組合 3

富田川衛生施設組合 3

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 6

新宮周辺広域市町村圏事務組合 6

紀南地方老人福祉施設組合 5

紀南地方児童福祉施設組合 5

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 4

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 4

橋本周辺広域市町村圏組合 4

橋本伊都衛生施設組合 3

伊都消防組合 3

有田衛生施設事務組合 2

湯浅広川消防組合 2

公立雲南総合病院組合 3

雲南環境衛生組合 3

雲南消防組合 3

邑智郡公立病院組合 3

邑智郡総合事務組合 3

鹿足郡環境衛生組合 2

鹿足郡養護老人ホーム組合 2

鹿足郡不燃物処理組合 2

浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合 2

浜田地区広域行政組合 2

岡山県井原地区清掃施設組合 2

井原地区消防組合 2

岡山市久米南町国民健康保険病院組合 2

岡山市久米南町衛生施設組合 2

岡山県西南水道企業団 3

岡山県西部環境整備施設組合 3

笠岡地区消防組合 3

岡山県西部地区養護老人ホーム組合 3

岡山県西部衛生施設組合 5

井笠地区農業共済事務組合 5

八ケ郷合同用水組合 2

高梁川東西用水組合 2

備南水道企業団 2

竹川組合 2

倉敷西部清掃施設組合 2

六ケ郷組合 2

四ケ郷組合 2

西一郷半組合 2

三ケ村組合 2

津山圏域消防組合 6

津山広域事務組合 6

津山圏域衛生処理組合 3

津山圏域西部衛生施設組合 3

和気赤磐し尿処理施設一部事務組合 3

和気北部衛生施設組合 3

和気老人ホーム組合 3

東備農業共済事務組合 3

山県郡町村税等滞納整理組合 2

山県郡西部衛生組合 2

竹原広域行政組合 3

広島中央広域行政組合 3

安芸太田町，北広島町

竹原市，東広島市，大崎上島町

倉敷市・浅口市

倉敷市・岡山市

津山市 鏡野町 勝央町 奈義町 久米南町
美咲町

津山市、鏡野町、美咲町

備前市・赤磐市・和気町

井原市・矢掛町

岡山市、久米南町

笠岡市、浅口市、里庄町

笠岡市、井原市、浅口市、矢掛町、里庄
町

倉敷市、早島町

湯浅町、広川町

雲南市、奥出雲町、飯南町

川本町、美郷町、邑南町

津和野町、吉賀町

浜田市、江津市

田辺市、白浜町、上富田町

新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川
町、串本町、北山村

田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町、
串本町

橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町

橋本市、かつらぎ町、九度山町

御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南
町、日高川町

岡山県

広島県

島根県
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世羅中央病院企業団 2

三原広域市町村圏事務組合 2

世羅三原斎場組合 2

広島中部台地土地改良施設管理組合 2

玖珂地方老人福祉施設組合 2

岩国地区消防組合 2

周南地区衛生施設組合 3

周南地区食肉センター組合 3

田布施・平生水道企業団 2

熊南総合事務組合 2

柳井地区広域消防組合 4

柳井地区広域事務組合 4

西阿老人ホーム組合 2

美馬西部共立火葬場組合 2

吉野川環境整備組合 2

美馬環境整備組合 2

美馬西部消防組合 2

美馬西部学校給食センター組合 2

美馬西部青少年育成センター組合 2

美馬西部特別養護老人ホーム組合 2

美馬地区広域行政組合 2

美馬食肉センター組合 2

海部老人ホーム町村組合 3

海部郡衛生処理事務組合 3

海部郡特別養護老人ホーム事務組合 3

阿北火葬場管理組合 2

阿北特別養護老人ホーム組合 2

三豊総合病院組合 2

三観衛生組合 2

香川県三豊市観音寺市学校組合 2

三観広域行政組合 2

さぬき市・三木町県行造林組合 2

さぬき市・三木町山林組合 2

三木・長尾葬斎組合 2

伝法川防災溜池事業組合 2

土庄町小豆島町環境衛生組合 2

小豆地区広域行政事務組合 2

東かがわ市外一市一町組合 3

香川県東部清掃施設組合 3

まんのう町外三ヶ市町山林組合 4

まんのう町外三ヶ市町（七箇地区）山林組合 4

伊予市松前町共立衛生組合 2

伊予地区ごみ処理施設管理組合 2

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 3

伊予消防等事務組合 3

伊予市外二町共有物組合 3

大洲・喜多衛生事務組合 4

内山衛生事務組合 4

大洲市・内子町山林管理組合 2

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 2

大洲地区内子運動公園事務組合 2

大洲地区広域消防事務組合 2

仁淀消防組合 2

仁淀川中央清掃事務組合 2

高知県競馬組合 2

高知県・高知市病院企業団 2

仁淀川下流衛生事務組合 4

高知中央西部焼却処理事務組合 4

高知県・高知市

高知市・土佐市・いの町・日高村

伊予市・松前町

伊予市・松前町・砥部町

大洲市・伊予市・内子町・砥部町

大洲市・内子町

いの町・日高村

観音寺市、三豊市

さぬき市、三木町

土庄町、小豆島町

東かがわ市、さぬき市、三木町

丸亀市、善通寺市、琴平町、まんのう町

田布施町、平生町

柳井市、周防大島町、上関町、平生町

美馬市、つるぎ町

牟岐町、美波町、海陽町

吉野川市、阿波市

三原市，世羅町

岩国市、和木町

下松市、光市、周南市

愛媛県

高知県

香川県

徳島県

山口県
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香南香美衛生組合 2

香南香美老人ホーム組合 2

幡多中央環境施設組合 2

幡多中央消防組合 2

高幡消防組合 5

高幡身体障害者療護施設組合 5

高幡広域市町村圏事務組合 5

香美郡植林組合 3

香南斎場組合 3

香南清掃組合 3

安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合 9

安芸広域市町村圏事務組合 9

築上郡税務事務組合 3

築上郡自治会館等資産管理組合 3

浮羽老人ホーム組合 2

うきは久留米環境施設組合 2

京築広域市町村圏事務組合 7

京築地区水道企業団 7

筑紫野太宰府消防組合 2

山神水道企業団 3

田川地区清掃施設組合 4

田川地区水道企業団 4

公立八女総合病院企業団 6

老人ホーム八媛苑組合 6

八女地区消防組合 6

豊前市外二町清掃施設組合 3

上毛町外一市一町矢方池土木組合 3

豊前市外二町財産組合 3

福岡県市町村災害共済基金組合 69

福岡県自治振興組合 69

柳川市みやま土木組合 2

東山老人ホーム組合 2

有明広域葬斎施設組合 2

有田磁石場組合 2

伊万里・有田地区医療福祉組合 2

伊万里・有田地区衛生組合 2

神埼地区消防事務組合 3

脊振共同塵芥処理組合 3

天山地区共同衛生処理場組合 3

天山地区共同斎場組合 3

佐賀東部水道企業団 6

三神地区環境事務組合 6

南高北部環境衛生組合 2

南高北東部環境衛生組合 2
雲仙市・島原市

柳川市、みやま市

伊万里市・有田町

神埼市、吉野ヶ里町、佐賀市

小城市、佐賀市、多久市

佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、みやき
町、上峰町、基山町

筑紫野市、太宰府市

田川市、糸田町、川崎町、福智町

八女市、黒木町、立花町、広川町、矢部
村、星野村

豊前市、吉富町、上毛町

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米
市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、
八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前
市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原
市、古賀市、福津市、うきは市、宮若
市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川
町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、
桂川町、筑前町、東峰村、二丈町、志摩
町、大刀洗町、大木町、黒木町、立花
町、広川町、矢部村、星野村、香春町、
添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤
村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富
町、上毛町、築上町

南国市・香南市・香美市

室戸市・安芸市・東洋町・奈半利町・田
野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村

吉富町、上毛町、築上町

久留米市、うきは市

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉
富町、上毛町、築上町

香南市・香美市

四万十市・黒潮町

須崎市・四万十町・津野町・中土佐町・
檮原町

福岡県

佐賀県

長崎県
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都道
府県

名　　称
構成団
体数

構成団体名

北松南部清掃一部事務組合 3

佐世保広域圏北部塵芥処理一部事務組合 3

球磨郡公立多良木病院組合 4

上球磨消防組合 4

氷川町及び八代市中学校組合 2

八代広域行政事務組合 2

八代生活環境事務組合 2

杵築速見環境浄化組合 2

杵築速見消防組合 2

霧島美化センタ－事務組合 3

小林野尻高原衛生事業事務組合 3

姶良郡西部衛生処理組合 3

姶良郡西部消防組合 3

大島地区消防組合 6

大島農業共済事務組合 6

奄美大島地区介護保険一部事務組合 6

指宿地区消防組合 2

指宿広域市町村圏組合 2

姶良伊佐環境保全センター管理組合 4

伊佐北姶良環境管理組合 4

伊佐北姶良火葬場管理組合 4

大口市外四町消防組合 3

大口地方卸売市場管理組合 3

肝属地区介護保険組合 6

肝属地区一般廃棄物処理組合 6

大隅中部火葬場組合 5

大隅肝属地区消防組合 5

大隅曽於地区消防組合 3

曽於地域公設地方卸売市場管理組合 3

曽於地区介護保険組合 3

徳之島地区消防組合 3

徳之島地区介護保険組合 3

中南衛生管理組合 2

公立種子島病院組合 2

南薩地区消防組合 3

南薩介護保険事務組合 3

沖永良部バス企業団 2

沖永良部衛生管理組合 2

中城村北中城村清掃事務組合 2

中城北中城消防組合 2

本部町今帰仁村清掃施設組合 2

本部町今帰仁村消防組合 2

中種子町，南種子町

枕崎市，南さつま市，南九州市

和泊町，知名町

中城村、北中城村

大口市，菱刈町，湧水町

鹿屋市，垂水市，東串良町，肝付町，錦
江町，南大隅町

鹿屋市，東串良町，錦江町，南大隅町，
肝付町

曽於市，志布志市，大崎町

徳之島町，伊仙町，天城町

小林市、高原町、野尻町

姶良町，加治木町，蒲生町

奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍
郷町，喜界町

指宿市，南九州市

大口市，霧島市，菱刈町，湧水町

江迎町・鹿町町・佐々町

多良木町・あさぎり町・湯前町・水上村

八代市、氷川町

杵築市、日出町

熊本県

沖縄県

鹿児島
県

大分県

宮崎県
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17 1 1
18 1 1

15

16
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17
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